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「社会福祉の人 間観 と潜在 能力 アプ ローチ」

岩 崎 晋 也

〔要 約 〕

社会福祉 は、福祉国家成立以 降、その対 象 を国民全般 と規定 して きた。 しか

し一般国民 を前提 にシステム を構築 した結果 、従来対象 として きた、児童、障

害 を有 してい る人 を、平均 的な市民 に対す る例外 的存在 として、原理的 に位置

づけることになった。つ ま り、社会福祉 にお ける自由や平等、公正 とい った基

本原理 を語 る場 合は、平均 的 な市民 を前提 としてその原理 を構築 し、例外 的な

存在 について は、可能であれば拡大解釈 を し、で きなければ異 なる原理 を適用

してきた と思 われる。だが、 これ らに人々を本 当に例外 的な存在 と して扱 わな

ければな らないのか、平均 ・例外 とい う二分化 された人間観は所与の ものなの

か、 とい う点 について、社会福祉の領域で十分 な検討 がな されて きた とは思わ

れない。

本稿 は、社会福祉 にお ける統合的 な人間観 の構築 とい う視点 に立 ち、近年多

様 な領域で注 目されているセ ンの 「潜在能力」 アプローチの意義 と課題 を検 討

した。特 に、検討すべ き点 として、 これまで選択能力 の制限か ら自由を行使 す

る資格が ない と見 なされて きた知的 ・精神 的障害者等 の問題 を と りあげ、健常

者 を含めて、選択する能力 自体 を、 「機能」 の評価 をす る際の可 変的要素 と し

て とりあげる ことの必要性 を提 示 した。

〔キ ー ワ ー ド〕

潜 在 能 力 ・機 能 ・自由 ・社 会福 祉 理 論
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1.は じ め に

イ ン ド出 身の経 済 学 ・哲学 者 であ る アマ ル テ ィア ・セ ンは、1980年'Equality

ofV》hat?'とい う論 文 で ニ ー ズ を 「基 本 的潜 在 能力(basiccapability)」 と解 釈 す る

こ とを提 案 した(Sen,1980)U。 そ の後 セ ンは 、 「潜 在 能 力」 ア プ ロ ーチ を、

福 祉(well-being)、 貧 困 、 自由(libertyandfreedom)、 生 活 水 準 と開発 、 ジ ェ ン

ダーバ イ アス と性 的分 業 、 正義 と社 会倫 理 とい った社 会 問題 を分 析 す る際 に も

活用 し、 そ の応 用 範 囲 を広 げ てい る2)。

この よ う に、 多 様 な社 会 問題 を分析 す る概 念 と して 展 開 して い る 「潜 在 能

力 」 ア プ ローチ とは いか なる概 念 で あ ろ うか。 一 言 で言 え ば 、多様 な環 境 ・個

体 条 件 にあ る個 々 人 を、実 際 にそ の人 が何 を な しえ るの か に着 目 して捉 え る概

念 で あ る と言 え よ う。

た とえ ば、権利 義 務 関係 とい った形 式 的 な資 格 で人 を と らえ る こ とは、法 の

下 の平 等 を守 る上 で は重 要 で あ るが 、 その者 の 多様 な環境 ・個 体 条件 の 多 くを

捨 象 しな けれ ば な らない。 また、満 足 や 自己実 現 とい っ た主観 的感 情や評 価 で

人 を と らえ る こ とは 、個 人 の主体性 の重視 とい う点 で は重 要 で あ るが 、平 等 の

観 点 か ら社 会 が個 人 に対 して どれ だ け コ ミッ トメ ン トす るこ とが公 正 なのか、

とい う問 い に答 える こ とを困難 に して しま うだ ろ う。 これ に対 して、 「潜在 能

力」 ア プ ローチ は 、個 々の多様 性 を捨 象す る こ とな く、 また相対 主 義 に陥 り相

互比 較 を困難 にす る こ と もな く、 人 の置 かれ て い る状態 を評 価 で きる アプ ロー

チ で あ る とい え る。

社 会福 祉 とい う立 場 か ら、対 象 を どの側 面 か ら捉 え るの か とい う問題 を考 え

る と き、 この 「潜在 能力 」 アプ ロー チ は、他 の アプ ロー チ にない 魅力 を有 して

い る と考 える。 とい うの は、社 会福 祉 は 「大 量 生産 的 サ ー ビス を高度 に個 別 化

され た成 果 と して分 配 す るか」(Marshall,1975)と い う問 題 を常 に抱 えて お

り、 抽 象 的 ・形 式 的 な個 の と らえ か た と、 具体 的 ・個 別 的 な個 の と らえか た

の、 いず れ の極 に組 み す る こ と もで きず に、独 自の個 の と らえ方(人 間観)を

模索 し続 けて きた と言 える。 この点 で、 セ ンの 「潜 在 能 力」 ア プ ロー チは両極

の中 間 に位 置 す る もので あ り、社会 福 祉 の 人 間観 と して十 分 に検 討す る に値 す
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る もの と思 われ る。

そ こで本 稿 で は 、 この 「潜在 能 力」 アプ ローチ を紹 介 す る と と もに、社 会福

祉 の基本 的 な人 間観 と して、 この ア プ ローチ を措定 す る こ との意 義 と、そ の 際

検 討 すべ き課 題 を論 ず る もので あ る。

2.セ ンの 「潜 在 能 力 」 ア プ ロ ーチ

(1)財 ア プ ロ0チ と効 用 ア プ ロ ー チ

セ ンの 「潜 在 能 力(capability)ア プロ ー チ」 は、 対 象 とな る人 の福 祉(well-be-

ing)と い う側 面 を評 価 す る際 に、何 を情 報 のベ ー ス と して評 価 す れ ば よい か を

まず 明 らか に して い る。

人 が どれ だけ の福 祉(well-being)の 水 準 を達 成 してい るか を評 価 す る既 存 の方

法 と して は、二 つ の大 きな アプ ロー チが あ る。 一 つ は、 そ の人 が どれ だ け財 を

有 してい る のか に着 目す るア プ ローチ(ex.ベ ー シ ックニ ー ドや ロール ズの基 本

財 な ど)で あ り、 も う一 つ は 、 その 人 の幸 福 や欲 望 充 足 に着 目 した効 用 ア プ

ロー チで あ る。 しか し、 セ ンはそ のい ず れ も不 適切 な ア プロ ーチ で あ る と論 じ

て い る(Sen.1985a;1985b;1987)。

まず財 に着 目 した ア プロ ー チ につ い て は、確 か に、 人 は財 の特 性 を利用 して

福 祉(well-being)を 実 現 す る。 しか し 「財 貨 の 支 配 は福 祉 とい う目的 の ため の

「手段 』 で あ って 、 それ 自体 と して は 目的 に な り難 い」 。財 貨 を 目的 とす る こ

とは 、 「豊 か さ」 と福 祉(well-being)の 混 同で あ り、 「物 神 崇拝 」 の落 と し穴 に

は まる もの であ る。例 えば 「あ るひ とが栄 養 の摂 取 を困難 にす る よ うな寄 生 虫

性 の病気 を もって いれ ば 、他 の ひ とか らみ れ ば十分 過 ぎるほ どの食 物 を消 費 し

えた と して も、彼/彼 女 は栄養 不 良 に苦 しむ か も しれ ないJと 述 べ てい る。

そ して効 用 に着 目 した ア プ ローチ につ い て は、確 か に、苦痛 や悲 嘆 に明 け暮

れ てい た り、欲 求 不 満 に常 に陥 ってい る人が福 祉(well-being)を 実 現 して い る と

は い え ない。 しか し効 用 とい う心 理 的 反応 は、 「実 現可 能性」 や 「現 実 的 な見

通 し」 に よって影 響 を受 け る もので あ る。 た とえ ば 「食 物 に欠乏 し栄 養不 良で

あ り、家 もな く病 い に伏 せ る人 です ら、彼/彼 女 が 『現 実 的』 な欲 望 を もち、
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僅 か な施 しに も喜 び を感 じる よ うな習性 を身 につ けて い る な らば、幸 福 や欲 望

充足 の次 元 で は高 い位 置 にい る こ とが 可能」 となって しま う(「 物 理 的条件 の無

視」)。 さらに効用 は 、主観 的 な もので はあ るが、 感情 に関わ る ものであ り、知

的 な活動 で あ る評 価 とは い えない 。感 情 の み を情 報 のベ ー ス に して 、僅 か な施

しに も喜 び を感 じた場 合 で も福 祉(well-being)が 実 現 され て い る と判 断す るこ と

は、 そ の人 の 「あ る種 の生 き方 を他 の生 き方 と比 較 して評価 しよう とす る知 的

活 動」 を無 視 して い るこ とに他 な らない(「 評価 の無 視 」)と 論 じて い る。

(2)「 機 育旨」

この よ うに セ ンは、財 と効 用 の いず れ を情 報 の ベ ー ス と して 人の福 祉(well-

being)を 評 価 す る こ と も不 適 切 で あ る と 論 じ た 上 で 、 新 た に 「機 能

(functionings)」 とい う概 念 を提 起 して い る。

セ ンの定義 に よれ ば、 「機 能」 とは、 「彼/彼 女 の所 有 す る財 とそ の特性 を

用 い て ひ とは な にを な しうるのか」 を意味 して い る。財 は、 その財 が存 在す る

(社 会的 ・政 治的 ・文 化 的 ・物 理的etc.)環 境 に規 定 され る特 性 を有 してい る。

例 え ば、パ ン とい う財 は 、栄養 素 を与 え る こ とや 、一 緒 に飲 食 す る集 ま りを可

能 にす る とい う特 性 を有 してい る。 そ のパ ンとい う財 の特性 を用 い て、 人 は、

カロ リー の不足 な しに生存 す る こ とや 、他 人 を もて なす ことな どを、実 際 にな

しえる ので あ る。 この実 際 にな しえ る こ と をセ ンは 「機 能」 と呼 んだ。

も し財 の特性 の水 準 が 、 それ を用 い る人 の 「機 能」 の水 準 に比例 す るので あ

れ ば、 こ と さ ら 「機 能」 とい う概 念 を提 起 す る必 要性 は薄 い 。 しか し、 一定 の

財 の特性 の水準 に よって実 現 で きる 「機 能」 の水準 は、 それ を用 い る人 のお か

れ てい る状 況 に よって大 き く異 なる と言 わ ざる を得 ない。 先 のパ ンの例 で言 え

ば、二 人 の異 な る個 人が 、 同一量 のパ ンに よ って 、同 一 レベ ル の 「機 能」 を実

現 で きる とは限 らない。 そ う した個体 の差 異 に もとつ く人 の特 性 の他 に も、 た

とえば施 設 に隔 離収 容 され てい る障 害者 は、 栄養 素 とい う点 で は他 の 人 と同程

度 の食 料 を与 え られ てい た と して も、他 人 を もて なす とい う 「機 能」 を実現 で

きない よ うに、環境 の差異 に規 定 され る人 の特 性 の違 い に よって も、実 現 で き

る 「機 能」 の水 準 は異 なる ので あ る。
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つ ま り、人が財 を用いて実現で きる 「機能」 の水準 は、財の特性 と人の特性

の相互作用 によって決定 され るのであ る。 この関係 を図示す れば図1の 様 にな

る。

そ して人が財の特性 を用 いて実現 した 「機能」 の水準 は、効用 の水準 とも比

例 しない。仮 に効用 を満足 ととらえてみた場 合、実現 された 「機能」の水準 に

よってその人が満足で きるか どうか は、その人の置かれてい る物理的条件や価

値観 に よって大 き く異 なるか らである。

図1「 機 能」 とは何 か 一パ ンを例 に とった場 合

財 の 特 性

・栄養素を与える

・飲食の集まりを持っ

環境の特性

社 会的 ・物理的 ・

政治 的 ・文化的

etc

人 の 特 性

・代謝機能の低下

・施設に隔離されている

機 目ヒ

・カロ リーの不足な し

に生存す ることが困難

・他人 をもてなす ことが

で きない

よって 「機 能 」 とは、財 の所有 と も、効 用 と も、 同一視 す る こ とはで きず 、

そ の両 者 の 中間 に位 置 す る もの とい う こ とが で きる。



54 人文学報NQ291(社 会福 祉学14)199&3

(3)「 潜 在 能 力 」

だが 、上 述 の ように 「機 能」 とい う概 念 を提 起 す るだ けで は、評 価 す る際 の

情 報 のベ ー ス を どこに設定 す るのか とい う領域 を規定 した に過 ぎず 、 その領域

をい か な る 目的 に基づ い て評価 す るの か とい う問題 が残 され る。 た とえば キ ャ

ビ ア を 食 べ る こ と に よ っ て もた ら され る 「機 能 」 、 特 定 の 銘 柄 の ス ポ ー ツ

シ ューズ を使 うこ とに よっ て もた ら され る 「機 能」 な ど、多様 な、 そ して大 多

数 の 人 とって は ほ とん ど重 要性 を持 た ない 「機 能」 も同定 す る こ とが で きる。

そ こで、 そ の人 に とって実 現 可能 な多様 な 「機 能」 の 内、評 価 す る 目的 に照

ら して 、 関係 す る 「機 能」 の束 を 「潜 在 能力(capability)」 とセ ンは 呼 ん だ3)。

た とえ ば、 開発 途 上 国 の極 貧 を評 価 す る場 合 は 、 良好 な栄養状 態 ・住 居 を確保

で きる か、避 け られ る疾病 や早 す ぎる死 を回避 で きるか 、 とい っ た比較 的少 数

で重 要 な 「機 能」 に よって構 成 され る基本 的 な 「潜 在 能 力」 を措 定 で きる4)。

しか し、 人 の福 祉(we11-being)を 評 価 目的 とす る場 合 に は 、 こ う した基 本 的 な

「機 能」 の他 に、 自尊 感 情 の達 成 や 、社 会 的 に統 合 され て い る こ と、 とい っ

た、 よ り複雑 な 「機 能」 の 束 を内容 とす る 「潜在 能力」 を評価 す る必 要が あ る

ので あ る(Sen.1993)。

「機 能」 の束 を、 あ えて異 な る用 語 で あ る 「潜 在 能 力Jに 置 き換 えてい る こ

とには、意 味 が あ る。 それ は、 人 の福 祉(well-being)を 評 価 す る場 合 の 自由 とい

う要素 の重 要性 に関係 してい る。

「機 能」 を、 ひ とが 実際 に な しえた状 態 また は行 為 と とらえ た場 合 には、 そ

の実 際 にな しえた 「機 能」 の 束 に よ って 「潜 在 能 力」 は構 成 され る。 しか しこ

の よ うに実 際 に な しえた 「機 能 」 にのみ 着 目す るだ け で は、 人 の福 祉(well-be-

ing)を 評価 す る場 合 に不 十分 な場 合 が あ る。 とい うの は、本 人 に とって実現 可

能 ない くつ か の 「機 能」 の選 択肢 の 中か ら、 あ る 「機 能 」 を達 成 した場 合 と、

そ れ しか選 択 で きる 「機 能 」 が な か った場 合 とで は 、結 果 と して達 成 され た

「機 能」 は同 じで あ って も、後 者 の方 が そ の人 の福 祉(we11-being)の 水 準 は低 い

と評 価 で きるか らで あ る。 た とえば、在 宅 高 齢者 が、結 果 と して施 設へ の入 所

を選 択 した と して も、他 の在 宅 を支 え るサ ー ビスが あ って施 設 を選択 した場 合

と、 施 設 へ の 入所 しか 選択 肢 が なか っ た場 合 とで は 、 選択 した結 果 は 同 じで
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あ って も、 その 人の福 祉(wel1-being)の 水準 は後 者 の方 が 低 い とい うこ とがい え

る。 そ こで セ ンは、選 択肢 の数 や内容 を考慮 した 「機 能 」 の定 義 を、 「洗 練 さ

れ た 『機i能』(refinedfunctionings)」 と呼 び(Sen。1985a;1993)、 こ う して 「機

能」 の概 念 に 自由(選 択)と い う要素 を組 み 入 れ た の で あ る。

だが 、 この よ うに 「機 能」 の概 念 を洗練 させ た と して も、(選 択 した上 で)

実 際 に な しえた こ と 「達成 」 と、 な しえる可 能性 が あ る こ と 「自由」 に は、大

きな違 いが あ り、後 者 を評 価 す る こ との方 が よ り重 要 な場 合 が あ りうる。 た と

えば、 分別 の あ る大 人 同士 であ れ ば 、実際 に分 配 された 社会 資源 を利用 して、

どれ だけ人 の福 祉 に関 す る機 能 が達 成 で きたか を評価 す る よ り も、 その機 能 を

実現 す る自 由度 を評価 す る方 が望 ま しい。 なぜ な ら主体 の 自由 な選択 の結 果 と

して利 用 せ ず に、 人の福祉(well-being)の 達 成 の点 で 、他 者 と違 いが で た と して

も、 そ れ は不公 平 とは い え ない か らで あ る。 よっ て人 の福祉 とい う観点 か ら社

会 資源 の分 配 を評 価 す る場 合 には、 「福 祉 的 達成(well-beingachievement)」 よ り

も 「福 祉 的 自由(well-beingfreedom)」 を評価 す る方 が望 ま しい とセ ンは主 張 し

て い る(Sen.1985a;1993)。 そ して 「福 祉 的 自由」 を評 価 す る場 合 の 「潜 在 能

力」 は 、実 際 に どの 「機 能」 が選択 され るか は別 に して、 選択 可 能 な 「機 能」

の束 に よっ て構 成 され る こ とに な る5)。

この意 味 にお い て、 「潜 在 能力」 とい う概 念 は、単 に 「機能」 の 束 とい う意

味 合 い を越 えて 、 「自由」 とい う側 面 を よ り強 調 し、付 与 した概 念 と してセ ン

は提 起 した の で あ る。

この実 際 に な しえ た こ と(「 達 成 」)と な しえ る可 能性 が あ る こ と(「 自

由」)の 関 係 、 お よび 「機 能 」 と 「潜 在 能力 」 の 関係 を整理 す る と、 図2の よ

うに な る と思 わ れ る。

まず一一番 下 の 「財」 の次 元 で と らえる と、A1,A2と い っ た領域 は 、個 々

の財 の特性 を表 してい る。 しか し人 は 、 その財 の特 性 をすべ て生 か し切 る条 件

に あ る とは限 らな い。 この財 の特性 と人の特 性 の相 互作 用 に よっ て、 そ の人 が

実 現 可能 な 「機 能」 の幅 が 限定 され る。 それが 「自由」 の次元 で と らえ られ る

BlジB2な どで あ る。 さ らに、そ の実 現 可 能 な 「機 能」 の選択 肢 の 中 か ら実

際 の 選択 とい う要素 が加 わ って達 成 され た 「機 能」 が 、C1,C2で あ り、 そ
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図2「 潜在 能力」 と 「機能」及 び 「達成」 と 「自由」 の関係性

/

〔 ・勧 の次元

d-FF十十十fii
～5.置 　

C1

『IIHflH
M赴lll」1'

C2

i

ζ ∵}B1
、

砲}B2

b2

r

「自由」の次元
、

蚕ノ= ノ===:
」

A
」

1…嚢 一

一,9 へ

,'謹.♂

'
一

期

騰 藝、
i

,魏

翻
瀦i

一
・ 鵜

『
1…霧

灘
簸
綾1,':a

難li該

r

「財」の次元
㌧

,・ り

、

Al A2

A1,A2財 の特性

B1,B2財 の特性 を用いて実現 しうる可能性のある機能

C1,C2実 際 に選択された機能

b'1,b'2洗 練 された機能

A1+A2+An形 式的に利用可能な財の集合

B1+B2+Bn(広 義の)潜 在能力

C1+C2+Cn潜 在能力の基礎的評価

れ は 「達 成」 の次 元 で と らえ られ る もの で あ る。

また 「洗 練 され た機 能」 とは 、Cユ,C2と い っ た実 際 に選 択 され た 「機

能」 を 「自由」 の次 元 に投射 し(b量1,b'2)、 選択 可 能 で はあ るが実 際 に選 択 さ

れ なか った 「機 能」(bl,b2)と の 関係性 にお い て と らえ る こと を意味 して い

る。 そ して 、A1,A2,An(nは 財 の個 数)と い った個 々の財 の特 性 の集 合

は、そ の人 が形式 的 に利用 可 能 な財 の集 合 をあ らわ してお り、Bl,B2,Bn

とい っ た実 現 可 能 な 「機能」の 集合 が(広 義 の)「 潜 在 能 力」をあ らわ し、C1,

C2,Cnと い った実 際 に達成 され た 「機 能」の集 合 は、 「潜 在 能 力」の特 殊 な評

価 例(基 礎 的評 価elementaryevaluation)(Sen,1993)を 表 して い るの で あ る。
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3.「潜 在 能 力 ア プ ロ0チ 」 の意 義

(1)近 代 市 民 社 会 が 有 して い る 人 間 観 の 問 題 点

この ように、人の福祉(well-being)を 「機能」 や 「潜在能力」 で とらえる 「潜

在 能力 アプローチ」 は、社会福祉 に とっていか なる意義 を有 しているのだろ う

か。

基本的 に近代 の人間観 は、その人の地位 ・身分 ・階級 とい う属性か ら個 を解

放 して、市民 とい う資格 において自由であ り平等 である とい うこ とを起点 とし

てい る。確 か に、この ように個体の特異性 を捨象 して抽象的に個 を とらえるこ

とは、形式的 な機会の平等 の正当性 を主張 し、多 くの形式的不平等 を社会問題

化する力 を有 していた。 しか し、そのことは同時 に、貧 しき者 も富 める者 と、

能力 の低い者 も能力の高い者 と、同一のス ター トライン上か ら競争す ることを

意味 し、 自由な競争 と言 いなが ら常 に富 める者や能力の高い者 のみが競争 の果

実 を獲得 し、実質的 な不平等 を固定化 し拡 大する側面 も有 していた。

同一のス ター トライン上 か ら競 争す る ことが、結果 としての不平等 の固定

化 ・拡大化す ることを改善 しようとす る場合、一つの解決策は、競争の結果得

られた果実 の多寡に着 目 し、結果 としての不平等 を縮小す るように介入す るこ

とが考 え られ る。

しか しこの様 に競争の結果の平等性 にのみ着 目す ることは、個 々人の競争の

過程 におけ る主体的で 自由 な営為 を捨象す る危険性が生 じる。

そこで、個 々のおかれてい る状況の不平等性 と個 々人 の自由な営為 を調和 さ

せ る解決策 として、ス ター トライ ンに立つ者の条件 に着 目するこ とが考 え られ

る。つ ま り、その条件の不平等 を縮小 させ るために国家 は働 きか けるが、一定

の競争条件の平等がかなえ られた上での結果 としての不平等 は容 認する とい う

考 え方であ る。

こう した修正 自由主義的 な思想家の代 表格 としては、19世 紀末か ら20世 紀初

頭 において イギ リスで活躍 したホブハ ウスがあげ られる。ホブハ ウスはその代

表的 な著作 である 『自由主義』(Hobhouse,1911)に おいて、平均 的で健全 な市民
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は、市 民 自 らが 能力 を発揮 しうる条件 を国 家が 整 え さえす れ ば、 十分 に人格発

達(自 己実現)し うる ので あ り、そ う した発 達 条件 の整備 は国 家 の義 務 であ る

と主張 してい る。確 か に この よ うに、平均 的 な 人間 が市民 権 を十 全 に行使 で き

る条件 整 備 まで は国家 の責任 で あ り、 そ の条件 を生 かす か どうか は個 人 の責任

で あ る と区別 す る こ とは、 結 果 と しての平 等論 を明確 に排 除 し資 本 主義 との整

合 性 を保 ち なが ら、 実 質 的 な市 民 権 を享受 しうる主体 を拡大 す る理 論 的基盤 を

提 供 した とい える。

しか し、 ホ ブハ ウ スが考 え た条件 は、平均 的 な人間 を想 定 して あ くまで強 制

的 な均 一性 に よって保 障 で きる平等 な条件 であ り、条件 を利 用 す る個体 の側 の

差 異 は考慮 され ない。 この意 味 にお い て、 この 条件 を利 用 して競 争 のス ター ト

ラ イ ンに立 て る 「平 均 的 な」 市 民 と、均 一 な条 件 の提 供 だ け で は同等 の ス ター

トラ イ ンに立 て ない 「平均 的 で ない」 非 市民 とに、実 質 的 に人間 を二 分化 す る

要 素 を有 して い るの で あ る。

ホ ブハ ウス 自身 、 後 者 の 人 々 は、 人 口 の一 定 割 合 存 在 す る こ とを認 め て お

り、彼 の 「自由原 理」 の対 象 には な らない と述 べ て い る。 「自由原理 」 か ら除

外 され た 人 に対 して は 、異 なる原 理 を適 用 すべ きで あ る と して、 道徳 的逸 脱 者

(た とえ ば フ リー ラ イ ダー な ど)に 対 す る 「刑 罰 的訓練(punitivediscipline)」 、

知 的 ・精 神 的 障害 者 に対 す る 「介 護(life-longcare)」 、知 的 ・道 徳 的 に問題 の な

い 身体 障 害者 に対 す る 「公 私 の慈 善(privateandpubliccharity)」 を提 唱 した。

ホ ブハ ウス の 『自由原 理 』 に見 られ た 、人 間 を平均 的 な市 民 とそ うで ない者

に二分 化す る人 間観 は 、現代 の福祉 国 家 にお い て も大 きな影 響 を持 ち続 け てい

る ので は ない だ ろ うか 。

た とえ ば福 祉 国家設 立以 前 は 、社 会 の周辺 に追 い や られ て い た貧 困者 や障害

者 とい った特 定 の層 の み を社 会福祉 は対 象 と して きたが 、設 立後 はナ シ ョナル

ミニ マ ム や予 防的福 祉 、ニ ー ドとい う概 念 の も とに、そ の対 象 を国民 一般 に広

げ た と一 般 に説 明 され て い る。 しか し実 際 に は 、福 祉 国家 とい うシス テ ム に

よって 、市民 権 を享受 しうる対 象者 は増 えた ものの 、常 に例外 となる者 を生 み

出 して きた。 そ の例 外 とな った者 は 、実 質 的 に市民 権 を享受 で きないか、制 限

され た市 民 権 しか 享受 で きなか っ た6)。
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特 に、主体 の意思 が どこまで尊重 されるのか と言 う 「自由」 とい う問題 で

は、社会福 祉のパ ターナ リズム性 との関係 において必ず しも明確 な原理的な位

置づ けがな されて こなかったのではないか7)。 た とえば障害者 や児童 の主体的

な意志 を尊 重す ることの価値 は、年 々強調 されて きているが、その尊重は国民

一般(平 均 的な市民)と 同一の原理 に基づ くのか
、そ して仮 に同一の原理 とす

るな らばそれはいかなる原理 なのかが、必ず しも明 らかに されてこなかった。

単 に理念的 に、 これらの者 も自己決定 の主体 である とか、同一の人権 を有 して

いると宣言す るだけでは問題 の解決 にはならない。 「平均 的で ない」彼 らの置

かれてい る環境や個体の 「特異性」 に どう配慮 するのか検討 されなければな ら

ない。そ してその配慮 は、 「平均的で ない」人 々にのみ適用 される特殊 な原理

であっては、基本的 な二分化 された人間観 を克服で きないのであ る。 もちろん

単 に不平等 の解消のみに着 目す るならば、結果 と しての平等 を追求す ることに

よって解決 可能である。 しか しそれで は主体の 自由 とい う要素 を捨象 して しま

う問題点が あるのは上述の通 りである。

(2)「 潜 在 能 力 」 ア プ ロ ー チ の 人 間 観

この困難 な問題 に対 して、結果 としての平等 とい う枠組み を使 わず、主体 の

自由 とい う要素 に十分配慮 しなが ら、一定の解決 の枠組み を提 供 して いるの

が、セ ンの 「潜在能力」 アプローチ といえる。

まず、 「機能」 とい う概念 を使 うことによって、個々人の置かれてい る環境

的 ・個人的差異 を考慮 した上で、そのひとの実際の状態やな しえてい ることを

評価す るこ とを可能に した。その結果、上述の平均的でない市民 に も、他の平

均 的な市民 と同 じ概念装置 を使 って、評価す る ことがで きるので ある。

さらに、 「潜在能力」 とい う概念 を使 うことに よって、人の福 祉 にとって重

要 な自由とい う要素 をと りこみ、実 際 にその人が どの程度の 「福祉 的達成」 を

な しえてい るか を問 うだけではな く、その人が どの程度の 「福祉 的 自由」 を有

しているか とい う評価 を可能に した。 その結果、社会的サー ビスや資源分配の

公平 さを見 る場合、この 「福祉的 自由」 を評価する ことによって、その対象者

が環境 的 ・個体的差異 において平均 的であるか に関わ らず、その人 の福祉 を達
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成 す る上 で の実 質 的 な条 件 の平等 を問 うこ とを可 能 に した。

つ ま りセ ンは 、 自 由 とい う観 点 か ら結 果 で は な くス ター トラ イ ンに着 目 し

て、 そ の ス ター トラ イ ンにお け る条件 の平 等 を図 っ た点 で はホ ブハ ウス らと変

わ りが ない。 しか しホ ブハ ウスが その条件 を平均 的 な市 民 を想定 して一律 的 に

提 供 し よう と した の に対 して 、 セ ンは 「機 能」 とい う評価 領 域 を設定 し、人 の

福 祉(wel1-being)と い う評価 目的 に関 わ る 「機 能」 の東一 「潜 在 能 力」 の平 等 を

評価 す る こ とに よっ て、条 件 を一律 的 で な く個 々 の環 境 的 ・個 体 的差 異 も考慮

して提 供 す る こ とを可 能 に した の で あ る。

社 会福祉 は、個 々人 の環境 的 ・個 体 的差異 を大切 に し、個 別 の生 活 問題 を援

助 す る一方 で 、権利 義 務 関係 に象徴 され る匿名 的 ・形 式 的 な人 間観 を前 提 とす

る法 制 度 を援助 手段 の 一つ と して利用 して きた。 この二 つ の人 間観 の乖離 を調

整 す る一 つ の方法 が 「裁量 」 で あ っ た。マ ー シ ャル は、 「どの よ うな給 付 で あ

れ サ ー ビス であ れ、 真 に特 定 の個 々 のニ ー ドを満足 させ る よ う企 画 され た もの

は、大 抵 の場 合裁 量 とい う要素 を含 んで い なけ れ ばな らない の で あ る。 と言 う

こ とは 、個 々 の ケ ー ス にお け る ニ ー ドと、 そ の対 応 に最 も適 した手 段 の査 定

は、個 別 的 な判 断 とい う行 為 を伴 うの で あ る。」(Marshall,1965)と 述べ て い る8)。

「裁 量」 が 、二 つ の異 な る人間観 をつ な ぐ一 つ の方法 であ るの に対 して、 セ

ンの 「潜 在 能力」 ア プ ローチ は、個 別 的 な要 素 を考慮 しなが ら他 者 との比較 可

能 な基 準 を設定 す る こ とを可 能 にす る こ とに よって、 この二 つ の 人 間観 を統 合

す る新 た な人 間観 を提 供 して い る。 この点 で 「潜 在 能力 」 ア プ ロー チは、社 会

福 祉 が 前提 とす る人 間 観 とな りうる可 能 性 を示 して い る と考 え る。

4.「 潜 在 能 力 ア プ ロ0チ 」 の 問題 点

しか し、セ ンの 「潜 在 能 力 ア プ ロー チ」 は、 セ ン 自身 が認 め る よ うに理論 的

に詰 め切 れ てい ない点 もあ り、い くつ か の問題 点 を抱 えて い る。

まず 、 「潜 在 能力 」 の リス ト及 び項 目の重 み付 け は、誰 が どうい う観 点 か ら

決 め るの か とい う問題 が あ る。

サ ム ナー(Sumner,1996)は 、 セ ンの人 の福祉 の 「潜 在 能力」 に対 す る リス トに
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何 を入 れて何 を入れ ない の か 、つ ま り自 らの福 祉 に対 す る価 値 に よって個 々人

が決 め るの か 、社 会 的 な標 準 に よっ て決 まる のか が、 明 らか に な ってい ない と

論 じてい る。 も し前 者 だ とす る と、セ ンが主 観 的 であ る とい って退 けた功利 主

義 の問 題点 が 自 らに返 って くる こ とに な る し、 も し後者 な ら、個 人 の価 値 が 反

映 され る要 素(自 由 とい う要 素)が 少 な くな る ばか りか 、 「人 間 の機 能 に対 す

る客 観 的 で 規範 的 な判 断 」 をセ ンは示 さな けれ ば な らない と指摘 してい る9)。

しか しセ ンは、 た とえば ア リス トテ レス学 派 の ヌスバ ウムの 「人 間 の善 き生

に寄 与 す る ため の客観 的 で規範 的 な機 能 の リス トを作 成 す る」 とい う提 案 に対

して、決 定 的 な反対 は しない ものの 、 人 間の本 質的 な見 方 を特 定 しす ぎる こ と

に な るの で は とい う危惧 を表 明 して い る(Sen,1993)。 確 か に、 ヌ スバ ウム の主

張 す る客観 的 で規範 的 な リス トが 一 人歩 きす る と、 「その規 範 にそ ぐわ ない価

値 を有 して い る個 人 の選択 は 、そ の 人 の善 き生 を もた ら さな いの で 、 その人 の

真 の選 択 で はない 、 よって真 の規範 に照 ら して本 人以 外 の者 が 本 人 の ため に選

択 をす る」 とい う、パ ター ナ リズム の問題 が 起 きる危 険性 が発生 す る。 セ ンは

功 利 主 義 を批 判 す る理 由 の 一つ に 、パ ター ナ リズ ム の 問 題 性 を取 り上 げて お

り、 簡単 に は ヌスバ ウム の主 張 に同意 す る訳 には い か ない と思 わ れ る。

セ ンは、個 人 の評 価 に よるの か 、社 会 的標準 に よる評価 なの か とい う問題 に

つ い て は、 いず れ の評価 が優 れ て い るか は、 評 価 の 内容 と 目的 に よっ て異 な る

と しなが ら も、 も し社 会 的標 準 が広 く個 々人 に共有 され て い るの な ら、両 者 の

評 価 は それ ほ ど異 なる もの には な らな いで あ ろ う と述 べ て い る(Sen,1987)。 さ

らに、 なぜ 特 定 の規 範 に従 っ て リス トを完 成 させ ない か とい う問題 に対 して

は、全 て の 人 の同意 を仮 定 した完 全 な価 値 の序 列 を設 定 しな くて も、 個 々人 の

評 価 序 列 の 一致 す る部 分 を取 り出 し、そ の部 分序 列 の範 囲 で評価 して も 「潜 在

能力 」 ア プ ロ ーチ は実 質 的 な意味 を持 て る と論 じて い る(Sen,1985b;1993)。

仮 に こ う したセ ンの主張 に同 意 した と して も、 共通 す る部 分序 列 の形 成 にす

べ ての 人が 参 加 で きるの か とい う問題 が残 る。 この 問題 は 、 「潜 在 能 力」 ア プ

ローチ の重 要 な構成 要 素 で あ る 「自由」 を行使 しうる資格 とい う問題 と深 く関

わ って い る。

コーエ ン(Cohen,1993)は 、 セ ンが 財 と効用 の 中 間領域 に着 目 した こ とは正 し
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い が、 それ を評価 す る際 に 自由 とい う要素 を付 け加 えた こ とに よって概 念 上 の

混乱 を もた ら して い る と主 張 して い る。 コーエ ンは 自由の重 要性 に疑 問 を投 げ

か け る例 と して 、赤 ん坊 は 自 らの主体 的 な選 択 で 食べ た り、飲 んだ り、着 た り

す るわ け で は ない が 、 食物 や衣 類 とい う財 の特 性 に よっ て利 益 を得 て い る例

や 、 自 ら害 虫駆 除 を主体 的 に行 わ な くて も、殺 虫剤 とい う財 が 直接 的 に望 ま し

い状 態 を もた らす例 をあ げ てい る。 コーエ ンは これ らの 点 か ら、 「潜在 能力 」

に変 わ って 「ミッ ドフェ ア(midfare)」 とい う概 念 を提 案 してい る10)。

コー エ ンの主 張 の根底 に は、 セ ンが主 体 の 自由 な選択 とい う要 素 を過 大視 し

す ぎる こ とに対 す る懐 疑 が あ る 。 も し真 の 自由 な選 択 とい う もの が な け れ ば

(ま た は 、 も し くはそ れ を過大 視 しす ぎる こ とに問題 が あ るの で あ れば)、 「福

祉 的 自 由」の平等 を問題 にす る よ り、「好 機へ の ア クセ ス(accesstoadvantage)」 の

平 等 を問 うべ きだ と主張 す るの であ る。 つ ま り実際 にそ の好 機 へ の ア クセ スが

主 体 の 自由 な選 択行 為 であ るか は別 と して 、結 果 と して ア クセ ス で きるこ とを

問題 に して い る。

5.お わ り に

マ ー シ ャル は 「福 祉 サ ー ビス は人 々 を幸福 にす る こ と と して乗 り出す こ とは

で きない。 それ は借 越 な こ とで あ るか らであ る。 しか し、客 観 的 に測定 し得 る

様 な改善 を生 み 出す ため に状 況 を うま くや り く りす る こ とは で きる し、個 人 と

環境 とが影響 を与 え合 う部分 に着 目 し、両者 を考慮 に入 れ る こ とに よって、状

況 に対 す る個 人 の対 応 を変 化 させ る こ と もで きる」(Marshall,1966)と 述 べ てお

り、社 会福 祉 は、 あ る意 味 で セ ンの い う 「機 能」 の部分 に着 目 し続 けて きた と

言 え よ う。

しか し福 祉 国家 以 後 に登場 した平均 的 な人 間観 を所 与 の もの と した た め 、

「裁 量」 とい う権利 義務 関係 で は規 定 で きない特殊 な方 法 を使 い 、集 合 的サ ー

ビス を個 別 具体 的 な問題 の解決 に役 立 たせ て きた。 この こ とは、単 に社 会保 障

な どの平均 的集 合 的 なサ ー ビスが現 実 にあ るか ら、 それ を前提 と して きた とい

う意味 以 上 に、 自由 ・平 等 とい う近代 の理念 か ら見 た場 合 、平均 的 な人間観 が
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有 す る正 当性 に十分 な反駁 が で きなか っ た とい うこ とを意 味 して い るの で は な

い だろ うか。 そ の結果 、社 会福 祉 は、 「平均 的」 「例 外 的」 とい う二 分化 され

た人 間観 を引 きず りなが ら、 その対 象 を国民 全 般 に広 げ たた め、 原理 的 に、 自

由 な意 思 と結果 に対 す る 自己責任 を前提 とす る 「契約 型」 のサ ー ビス と、 自由

原理 を適用 除外 した他 者 か らのパ ターナ リス テ ィ ック な介 入 とい う 「保 護i型」

のサ ー ビス に分裂 す る危 険性 を常 に有 し続 けて きた ので あ る。

これ に対 してセ ンの 「潜 在 能力 」 ア プロ ーチ は、 「平 均 的」 「例外 的」 の区

別 な く、す べ て の人 間 を対 象 と して 、 「機 能」 そ して 「潜在 能力 」 に着 目す る

こ とが 、 自由 ・平 等 とい う近代 の理 念 か らい って も、正 当 で あ り公正 で あ る こ

とを強 く主張 してい る。 も しこの主 張 に正 当性 が 認 め られ るの な らば 、社 会福

祉 に と どま らず 、社会 サ ー ビス全 般 に共通 す る、統 合的 な人間観 とな りうる可

能性 が あ る とい え よ う。

しか し、 セ ンの ア プ ロー チ を採 用 した と して も、統 合 的 な人 間観 に発 展 させ

る ため には 、 「自由」 「選択 」 をめ ぐる 困難 な問題 が残 って い る。特 に コーエ

ンが投 げか けた 自由の意 義 に対 す る疑 問 に対 して、 自由 の有資 格 性 の 問題 を持

ち出 して答 え よ う とす る と、逆 に新 た な二 分法 を生 み 出す 危険 性 を有 してい る

ので あ る。

これ まで 自由 な選択 を問題 とす る際 に は、個 々 の選択 す る能 力 、 そ して その

結 果 を引 き受 け る責任 能力 、 つ ま り自由 を行 使 す る資 格 が よ く問 題 と され て き

た。 こ う した 自由 の有 資格 性 をめ ぐる議論 は 、個 人 の能 力 の問 題 に還 元 され 、

必 ず資 格 を持 つ もの と持 た ない もの の区 別 を生 み 出す こ ととな る。 実際 、 セ ン

自身 も、 主体 と しての 自由 とい う問題 は、主 体 と して の責任 の 問題 と関係 して

い るので 、意 思 能 力 が十分 に発 達 してい ない児 童 や 、 その 能力 に障害 を有 して

い る知 的 ・精神 的 障 害 を有 す る人 の 場 合 、 「福 祉 的 自由」 よ り も 「福 祉 的 達

成」 が重 要 に な る と述 べ てい る(Sen,1985a,1993)。

だが 、 こ こで 改 め て考 え な けれ ば な らないの は以 下 の 点 であ る。 第一 に、 セ

ンが 自由 とい う要 素 を重視 したの は、個 々人 の福 祉(well-bcing)の 構 成 要 素 と し

て重 要 で あ る と考 えたか らで あ り、 そ の重 要性 は、 選択 す る能力 に制 限 の あ る

児 童 や 障害 者 で あ って も変 わ りは ない とい う点 で あ る。 そ して 第二 に、仮 に選
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択する能力 に制限が ない として も、その選択行為や結果 に対す る責任 を完全 に

個人の単独事項 と見 なす こ とはで きないのではないか とい う点であ る。 た とえ

ば、尊厳死、堕胎 、臓器提 供 といった問題 について、現代社会 は個 人の単独事

項 として全面的 な自由な選択 を認めてはいない。

それでは、人に とっての自由の重要性 と、単独行為 としての自由 に対す る懐

疑 を、両立 させ るため にはどう した らよいのだろ うか。

もともとセ ンが主張 する 「機能」(よ り正確 には 「洗練 された機能」)と い

う概念 は、単 に提示 されてい る選択肢 か ら選んで実現 された状態 とい う意味以

上に、選択す る もの にとっての選択肢個 々の実現可能性 をも問 う概念である。

だが、そ う した実現可能性 は、人の有す る多様 な選択能力お よびそれに影響す

る財 の特性 によって も大 きな影響 を受け るのである。 この能力差 は障害者 と健

常者 の問 のみ な らず 、健常 者 と呼 ばれている人同士 の問 に も存在 するのであ

る。 とすれば、人の 「機能」 を評価す る場合は、選択 能力 を固定値 と規定す る

のではな く、選択 能力の可変性 を認 め、変数 に加 える必 要があろ う。

この場合、選択能力 は、個体の特性 と財 の特性 の相互作用 によ り決定 される

と考 え られる。そ してこの能力 を高め るためには、単 に教育 などの方法で個体

の一般的 な選択 能力 を高めるだけでな く、多様 な財の開発(選 択 の過程 に対す

る援助サ ー ビス など)も 考 えることが必要 になる。

もし選択 を単 に個 々人の単独行 為 と見 るのではな く、決定の過程 に関わる他

者の存在性 を前提 とした、相互関係性の中の行為 として捉 え直す こ とがで きれ

ば、その結果 に対す る帰責性の問題 も、それ に応 じて再考 されなければならな

いだろ う。

こ うした検討 を通 して、セ ンの提起 した 「潜在能力」 アプローチ をさらに深

化 させ、児童 ・障害者 ・老人 も含めて多様 な環境 ・個体条件 にある個 を、同一

のアプローチで理解 す るこ とがp7能 になれ ば、社会福祉 における自由 ・平等 ・

公正 といった問題 を検討す る際 に、有力 な視点一 人間観 にな りうると考 える。

追記

筆者が、障害者施設にいた頃から抱 き続けてきた問題意識を、社会福祉の原理論の問

題にまで導 き、ご教示 くださった小林先生 ・岩田先生に、深 く感謝いたします。



「社会福祉の人間観 と潜在能力アプローチ」 65

注

1)ニ ー ド概 念 の検 討 にお いて 、 タウ ンゼ ン トの相 対的剥 奪 とセ ンの潜 在能 力 アプ ロー

チ を比 較検討 した もの と して は、山森(1997)を 参 照。

2)潜 在能力 ア プローチ を利 用 した これ らの文献 は、Sen(1993)を 参照 。 また障害 を構造

的 に とらえ た場合 、 そのハ ンデ ィキ ャ ップ を とらえる視点 に 「潜 在能 力」 アプ ロー

チの応用 を検 討 した もの と して は、拙 稿(1997b)を 参 照 。

3)Capabilityの 訳 は、他 の訳(Sen,1980;1985bの 邦訳)に 従 い 「潜 在 能力 」 と したが、

潜在 能力 とい う用 語 は、 日常 的 には個体 や財 の個 々の能 力 を意味 し、セ ンが定義 す

るそれ らの相 互作用 に よって もた らされ る とい うニ ュア ンス は伝 わ りに くい。他 の

訳 としては、単 に 「能力」 と訳 した もの(UNDP,1997の 邦訳)や 、 「生 き方の幅」 とい

う訳の紹 介が な され てい る(山 森,1997)。 また原 語のCapabilityと い う用 語 自体 も、

セ ン自身 が適切 なイ メー ジを与 え てい ない と考 えてお り、他 に適切 な用 語が見 つ か

れ ば変 更す るこ とをい とわ ない と述べ て い る(Sen.1993)。

4)デ ザ イは、貧 困測定 す るための5つ の具体 的 な潜…在 能力 を提 案 してい る(Desai,1995)。

またUNDP(国 連 開発計 画)は 、貧 困 や人 間開発 の捉 え方 におい て セ ンの 「潜 在能

力 」 ア プ ローチ の影響 を受 けてい る。UNDPは 人間 開発指 標(HDI)を 開発 し、 この指

標 に基づ いた各国の測定結果 を年次報告 に掲 載 してい る(UNDP,1997)。 ただ しこの人

間 開発指 標 が セ ンの潜在能 力 ア プローチ を生か し切 れて い ない とい う絵 所 の批 判が

あ る(絵 所,1996)。

5)た だ し、 この 人の 「福 祉 的 自由」は 、い わゆ る「機 会の平等」とは異 なる。両 者 は、機

会 とい う 自由を有 して い る点で は、 共通 であ るが、潜 在能 力 アプ ローチ の場合 は、

環 境 と個 体 の相 互 関 係 にお い て 、そ の機 会 を実 質 的 に利 用 で きる可 能 性 が あ る の

か、 それ を利用 した場合 に どの程 度 の 「機 能」 が実現 で きるの か とい うこ とまで考

慮 してお り、 この点 に大 きな違 いが あ る。

6)特 に障害 者が 、実 質的 に市 民権 の対象 か ら排 除 され て きた点 につ いて は、Oliver(1996)、

0'Sheaら(1996)を 参照。

7)社 会福 祉 と自由原 理 との関係性 につい て は、拙 稿(1996;1997a)を 参照 。

8)「 裁量 」 が官僚 制 と結 びつ くと、異議 申 し立 ての権利 が あい まい な まま、機械 的 に
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判 断 され て しまう危 険性 を有 してい る。 これ らの危 険性 につ いて は、マー シ ャルの

「福 祉 に対 す る権 利 」追論(Marshall1981)を 参照 。仮 に 「潜在 能力 アプローチ」

を採用 して も、すべ ての判 断か ら 「裁量 」 的要 素 を排 除す る ことは困難 で ある。 た

とえば分 配で きる財 の総量 が 、全 員 の基本 的潜 在能力 を満 たす こ とが で きない場 合

や 、人の福 祉(wen-being)以 外 の 目的(セ ンは こう した側面 をwell-beingaspectと 区別

してagencyaspectと 呼 び、 自らの高給 をなげ うちwell-beingaspectを 低 下 させて も、献

身的 に途 上 国で働 くこ とに よってagency-aspectを 向上 させ る例 をあ げてい る)(Sen,

1985a;1992;1993)の 実現 に対 して、社会福 祉 サ ー ビスが どこ まで 関わ るの か問 われ

る場 合が あ り得 るか らであ る。

9)佐 藤(1997)は 、セ ンの潜 在能力 アプ ローチ を、開発援助 にお ける生活水準の指標 とす

る こ とを検 討 し、そ の問題 と して、潜在 能力 を集計 に関わ る問題 と、 この誰が リス

トを選ぶ の か とい う問題 を提 起 してい る。

10)コ ーエ ンの説 明 に よれ ば、財 が 人 に とって 多様 な もので あ る様 に 、 「ミ ッ ドフ ェ

ア」 自体 も複合 的 な概念 であ る と してい る。① 潜 在能力 を与 える、② 潜在 能力 の実

行 を通 して財 が 価値 のあ る活動の 実施 や望 ま しい状態 の達成 に貢 献す る、③ 恩恵 を

受 ける人の潜 在 能力 の実行 な しに、財が 直接 的 に望 ま しい状 態 を引 き起 こす。 これ

らの複 合 を ミッ ドフェア ととらえる時 、潜在 能力 は ミッ ドフェアの一部 となる、 と

述べ てい る。
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